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別紙 

 

令和８(2026)年度科研費（基金分）継続課題に係る支払請求書（様式Ｆ－２－１）の提出について 

 

１．提出期限（電子データ送信期限） 

令和８(2026)年３月１日（日）（必着※） 

※期限を１日でも過ぎた場合には支払いが大幅に遅れますので厳守願います。 

 

２．申請書の作成方法及び提出方法 

 （１）研究代表者が行う手続きについて 

  ①「令和８(2026)年度支払予定額一覧【基金】」に記載の令和８(2026)年度支払予定額を確認の上、「様

式Ｆ－２－１〔記入例・作成上の注意〕」及び、科研費電子申請システムホームページ「研究者の方

向け情報」に掲載されている科研費電子申請システム研究者向け操作手引き（交付内定時・決定後

用）を参照し、「支払請求書」を作成してください。 

    

記入例・作成上の注意： 
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/index.html#e 

  科研費電子申請システム研究者向け操作手引き：

https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html#tebiki2 

 

  ②科研費電子申請システムより出力される「支払請求書」（電子データ）の内容を確認の上、科研費電

子申請システムより所属研究機関に電子データの送信をしてください。 

 

 （２）研究機関の科研費事務担当者が行う手続きについて 

   研究代表者から提出される「支払請求書」（電子データ）の内容を確認の上、期限までに科研費電子

申請システムより本会へ送信してください。 

 

３．支払予定額の確認方法 

 科研費電子申請システムより「支払予定額（継続課題）」（2026年度）をダウンロードし確認してくださ

い。ダウンロード方法については、別添「支払予定額一覧の取得方法」を参照してください。 

 

４．留意事項 

 （１）「支払予定額（継続課題）」（2026年度）」について 

  本一覧には、原則として令和７(2025)年１２月までに提出があった「前倒し支払請求書（様式Ｆ－３

－１）」、及び、令和８(2026)年１月９日までに提出があった「研究分担者変更承認申請書（様式Ｆ－９－

１）」、「研究代表者所属研究機関変更届（様式Ｆ－１０）」、「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補

助事業期間延長承認申請書（様式Ｆ－１３－２）」、「間接経費交付決定額変更申請書（様式Ｆ－１６）」等

の内容を反映した、令和８(2026)年度以降も継続する予定の科研費（基金分）の研究課題に係る令和７

(2025)年度以降の支払予定額について記載しています。記載内容をご確認いただき、最新の課題情報と異

なる場合で、それに関する未提出の交付決定後の様式がある課題については、令和８(2026)年２月５日(木)

まで（「研究代表者所属研究機関変更届（様式Ｆ－１０）」は令和８(2026)年２月１２日(木)まで）に当該

様式をご提出ください。２月下旬に変更が反映された「支払請求書」を作成できるようになります。 

 

（２）令和７(2025)年度内に、補助事業を廃止又は海外における研究滞在等に伴う研究中断を行う（研

究代表者が応募資格を有し、かつ中断期間が１年以内の場合を除く）研究課題の取り扱いについて 

該当する研究課題については、令和８(2026)年度の支払請求は行わないでください。また、速やかに

「補助事業廃止承認申請書（様式Ｆ－５－１）」又は「海外における研究滞在等による研究中断承認申請

書（様式Ｆ－１３－４）」を提出してください。 

なお、支払請求書提出後に該当することが明らかとなった研究課題の取り扱いについては、本会にご

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/index.html
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html#tebiki2
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相談ください。 

 

（３）支払請求書提出後に研究代表者及び研究分担者が所属する研究機関を変更する場合について 

 研究代表者及び研究分担者が支払請求書提出後に所属する研究機関を変更する場合には、支払請求書

に基づき研究機関に送金しますので、異動前の研究機関が助成金を受領し、必要に応じて精算を行い、

速やかに異動後の研究機関に送金してください。 

 

（４）産前産後の休暇及び育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴い研究を中断している研究

課題及び傷病又は介護を理由とした特別研究員の採用中断により研究を中断している研究課題について 

令和８(2026)年度中に研究中断期間が終了する予定の課題については支払請求書を提出してください。

令和８(2026)年度すべて研究中断期間に該当する場合、支払請求書の提出は不要です。 

なお、過去に「補助事業期間延長承認申請書（様式Ｆ－１４）」に基づく延長が承認されている場合、

支払請求書の提出は不要です。 

 

（５）分割請求について 

所要見込額（令和７(2025)年度未使用見込額（直接経費）＋令和８(2026)年度請求額（直接経費））が

３００万円以上となる場合には、令和８(2026)年度直接経費請求額を前期分（４～９月）、後期分（１０

月～３月）に分ける必要があります。研究計画に応じて、前期分、後期分とそれぞれの時期に必要な額

を分割して請求してください（ただし国際共同研究加速基金（国際先導研究、帰国発展研究）は前期分

に一括して請求してください）。 

  なお、分割請求の内容について、研究計画等の確認を行う場合があります。 

 

（６）請求（予定）額の変更について 

令和８(2026)年度の支払請求に当たり、請求額を「支払予定額（継続課題）」（2026年度）から変更す

る場合には、変更後の交付（予定）額、変更後の研究実施計画を入力してください。 

  なお、後年度の予定額の一部を前倒しして令和８(2026)年度に請求を行う場合は、「前倒し支払請求の

必要性、前倒しを求める背景」欄、「後年度の交付予定額を減額しても研究目的を達成できる理由」欄そ

れぞれについて具体的に入力してください。 

 

（７）令和８(2026)年度の助成金の請求を必要としない課題について 

研究計画の進捗状況により、令和８(2026)年度の支払請求を必要としない場合（令和８(2026)年度の

支払請求額が０円）であっても、令和７(2025)年度未使用見込額、所要額、役割分担、変更後の請求（予

定）額、研究実施計画等について記載が必要ですので、必ず支払請求書を作成し提出してください。な

お、令和７年度に「補助事業期間延長承認申請書（様式Ｆ－１４）」を提出する場合並びに過去に「補助

事業期間延長承認申請書（様式Ｆ－１４）」に基づく延長が承認されている場合、支払請求書の提出は不

要です。 

 

（８）令和８(2026)年度科研費の公募において、「研究計画最終年度前年度の応募」を行った場合 

令和８(2026)年度科研費の公募において「研究計画最終年度前年度の応募」を行った新規応募課題が

採択された場合には、その基となった継続課題については令和７(2025)年度をもって廃止する必要があ

ります。基となった継続課題の支払請求書を提出した場合であっても、令和８(2026)年度の研究費は交

付されません。 

なお、「研究計画最終年度前年度の応募」を行った新規応募課題が不採択となった場合には、基となっ

た継続課題について支払請求書に基づき研究費の交付を行います。 

 

（９）研究分担者について 

本請求書をもって、研究分担者の追加・削除の手続きを行うことはできませんので、必要に応じて「研

究分担者変更承認申請書（様式Ｆ－９－１）」により申請してください。令和８(2026)年２月５日(木)

までに「研究分担者変更承認申請書（様式Ｆ－９－１）」をご提出いただいた場合、２月下旬に変更が反
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映された「支払請求書」を作成できるようになります。削除予定の研究分担者については、所要額、請

求額には「０」を入力し、役割分担等に「削除予定」と入力してください。なお、支払請求書作成時は、

システム上で研究分担者の所属機関を変更することができません。「支払請求書（様式Ｆ－２－１）作成

時までに、研究分担者の所属機関変更が登録出来ていない場合、システム上で登録されている前所属機

関へ分担金を送金します。 

また、研究分担者の所属研究機関は科研費電子申請システムにおいて「交付請求書及び支払請求書」

の委任欄の「研究機関代表者職名」「氏名（性名）」を支払請求書提出までに参考資料に記載の手順で必

ず登録してください。当該欄が空欄のままの場合、研究代表者が交付申請書および支払請求書を提出す

る際にエラーとなり提出することができません。 

 

 

 （１０）「間接経費交付決定額変更申請書（様式Ｆ－１６）」を事前に提出する必要がある場合について 

  研究代表者所属機関および研究分担者所属機関のどちらも間接経費を受領できない機関である場合、

事前に間接経費交付決定額変更申請書（様式Ｆ－１６）を提出し、変更交付決定を受けた上で変更後（間

接経費相当額を除いた直接経費のみ）の金額で支払請求書（様式Ｆ－２－１）を作成する必要がありま

す。令和８(2026)年２月５日(木)までに「間接経費交付決定額変更申請書（様式Ｆ－１６）」をご提出い

ただいた場合、２月下旬に変更が反映された「支払請求書」を作成できるようになります。 

 

 （１１）科研費振込口座の登録情報確認について 

 助成金は、各研究機関が科研費電子申請システムに登録している「学術研究助成基金助成金」口座に

振り込みますので、支払請求書提出までに参考資料に記載の手順で振込先等の確認（修正）をしてくだ

さい。 

 

（１２）その他 

やむを得ず提出期限までに支払請求書を提出できない場合には、本会までご相談ください。 


